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主な内容
　２月１７日は「千切り大根の日」です。東日本では「切り干し大根」
と呼ばれていますが、まったく同じものです。千切り大根の生産が
２月に最盛期を迎えることと、「千」の字を「二」と「１」に見立て、「切」
の字の「七」とを合わせて２月 17 日としたものです。
　大根を細切りにして乾燥させたのが「千切り大根」。乾燥させること
で甘みが増し、うま味と栄養価が凝縮します。中でも、『リグニン』と
いう不溶性食物繊維が豊富です。『リグニン』は便の量を増やして、
腸のぜん動運動を促してくれるので便秘改善に効果的です。
　また、コレステロールを体外に排出して動脈硬化の予防も期待で
きます。

ひゅうがし
農業委員会だより
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「千切り大根の日」
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日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
の
業
務
推
進
な
ら
び
に
農

業
振
興
に
格
別
な
ご
支
援
を
賜
り
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
世
界
中
に
広
が

り
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
、
県
内
に
お
い
て
も
連

日
の
感
染
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン

の
接
種
は
第
３
回
ま
で
進
ん
で
き
て
お
り
ま
す
が
終

息
の
め
ど
は
つ
い
て
お
ら
ず
事
態
は
深
刻
化
し
て
い

ま
す
。
一
日
も
早
い
終
息
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
日
の
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
農
業

者
の
高
齢
化
や
担
い
手
・
後
継
者
不
足
、
耕
作
放
棄

地
の
増
大
等
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
農
業

委
員
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
市
や

関
係
機
関
と
連
携
し
、
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
、
営

農
の
集
約
化
、
遊
休
農
地
の
解
消
等
生
産
性
の
向
上

を
図
る
た
め
の
基
盤
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後

は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
幅
広
い
活
動
に
取
り
組
み
、

農
業
者
の
代
表
と
し
て
、
関
係
機
関
等
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
よ
り
地
域
に
密
着
し

た
活
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

開催日申請締切

５月

４月 令和4年4月15日(金) 令和4年4月28日(木)

令和4年5月13日(金) 令和4年5月30日(月)

令和4年6月15日(水) 令和4年6月28日(火)

令和4年7月15日(金) 令和4年7月29日(金)

令和4年8月15日(月) 令和4年8月29日(月)

令和4年9月15日(木) 令和4年9月27日(火)

令和4年10月14日(金) 令和4年10月28日(金)

令和4年11月15日(火) 令和4年11月28日(月)

令和4年12月15日(木) 令和4年12月27日(火)

令和5年1月13日(金) 令和5年1月30日(月)

令和5年2月15日(水) 令和5年2月28日(火)

令和5年3月15日(水) 令和5年3月28日(火)

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

令和４年定例総会開催予定各種許可・届出の審議状況

件 数  面  積（㎡）種　　　　別

許　
　

可

届　

出

53

15

28

137

10

125

農地法第３条許可
（農地賃貸借・売買等）

農地法第４条許可
（農地転用）

農地法第５条許可
（権利を設定・移転し転用）

農用地利用集積計画
（認定農業者等への農地賃貸借・売買等）

農地法第４条届出
（市街化区域の農地転用）

農地法第５条届出
（市街化区域の権利を設定・移転し転用）

171,449.08

14,086.00

29,246.89

262,635.00

3,515.00

53,148.03

（令和３年１月～令和３年12月）
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申
請
か
ら
許
可
ま
で

　

許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
総
会
後
２
〜
３

日
で
許
可
書
を
交
付
し
て
い
ま
す(

農
地
法

第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
、

非
農
地
証
明
願
い
な
ど)

が
、
県
知
事
許
可

で
あ
る
農
地
法
第
４
条
及
び
第
５
条
に
基
づ

く
申
請(

転
用
申
請)

に
つ
き
ま
し
て
は
、
申

請
締
切
月
の
お
お
む
ね
翌
月
末
に
県
か
ら
の

許
可
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

　

転
用
申
請
に
お
い
て
も
、
申
請
か
ら
許
可

ま
で
、
お
お
む
ね
４
０
日
以
内
に
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
申
請
内
容
や
書
類
の

不
備
等
に
よ
り
、そ
れ
以
上
に
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
る
前
に
行
っ
た
行
為
は
、
工

事
中
止
や
現
状
回
復
命
令
、
さ
ら
に
は
懲
役

等
の
罰
則
が
科
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
（
農
地

法
第
６
４
条
第
１
項
等
）。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
申
請
書
の
書
き
方
、

添
付
書
類
、
申
請
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
、

随
時
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

（
担
当
が
不
在
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。）

ご
連
絡
い
た
だ
け

幸
い
で
す
。）



②ひゅうがし農業委員会だより

①
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

日
向
市
生
ま
れ
、
日
向
市
育
ち
で
２
５
歳
か
ら

３
０
年
間
、
住
宅
設
備
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
５

０
歳
か
ら
は
父
に
代
わ
っ
て
経
営
も
し
て
い
ま
す
。

実
家
も
農
業
は
し
て
い
な
い
の
で
、
農
地
も
農
業

経
験
も
無
か
っ
た
で
す
。

②
ア
ボ
カ
ド
の
栽
培
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
。

　

会
社
経
営
を
し
て
い
る
友
人
た
ち
と
、
今
の
事

業
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
、
何
か
事
業
を
し
た
い
と
い
う

こ
と
を
よ
く
話
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
話
題
の
中
で
、

ア
ボ
カ
ド
の
ブ
ー
ム
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
聞
き
、

農
業
分
野
に
参
入
を
決
め
ま
し
た
。
３
年
前
か

ら
準
備
に
か
か
り
、
知
人
の
ハ
ウ
ス
を
借
り
て
ア

ボ
カ
ド
等
果
樹
の
ポ
ッ
ト
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

③
ど
の
よ
う
に
栽
培
し
て
い
ま
す
か
。

　

ア
ボ
カ
ド
は
摂
氏
４
度
以
下
に
な
る
と
枯
れ
て

し
ま
う
た
め
、
ビ
ニ
ー
ルハ
ウ
ス
内
に
、
電
熱
線
と

投
光
器
、
ス
ト
ー
ブ
を
準
備
し
ま
し
た
。
ま
た
、

１
種
類
だ
と
受
粉
が
上
手
く
い
か
ず
結
実
し
な
い

た
め
、
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
、
ベ
ー
コ
ン
等
、
６
種
類
の

ア
ボ
カ
ド
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。

　

受
粉
は
、
現
在
は
手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
す
。

去
年
は
ハ
ウ
ス
内
の
温
度
管
理
が
上
手
く
い
か
ず
、

何
本
か
枯
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

④
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
今
の
場
所
に
決
め

た
理
由
は

　

農
業
経
験
も
な
い
た
め
、
農
地
取
得
は
本
当

に
大
変
で
し
た
が
、
知
り
合
い
の
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
へ
相
談
を
し
た
と
こ
ろ
、
一
緒
に
探

し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
塩
見
、
富
高
、

財
光
寺
を
中
心
に
１
０
件
以
上
農
地
の
交
渉
を

行
い
、
最
終
的
に
交
通
の
便
や
日
当
た
り
が
良
く
、

自
宅
か
ら
近
い
農
地
に
決
め
ま
し
た
。
今
考
え
る

と
、
一人
で
農
地
を
探
す
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

⑤
今
後
の
展
望
は
。

　

現
在
、
新
た
に
取
得
し
た
農
地
に
ビ
ニ
ー
ル
ハ

ウ
ス
を
建
設
中
で
、
完
成
後
は
１
０
０
本
程
定
植

を
し
ま
す
。
目
標
は
、
年
間
２
０
０
０
個
以
上
の

ア
ボ
カ
ド
を
収
穫
す
る
こ
と
で
す
。

　

品
種
に
も
よ
り
ま
す
が
、
収
穫
時
期
は
９
月

か
ら
１
月
末
ま
で
で
、
大
き
さ
は
マ
ン
ゴ
ー
の
L
玉

ぐ
ら
い
で
す
。

　

大
切
な
方
へ
の
贈
り
物
と
し
て
手
に
取
って
い
た

だ
け
る
よ
う
、
丁
寧
に
栽
培
す
る
こ
と
を
心
が
け

て
い
ま
す
。
な
の
で
、
ふ
る
さ
と
納
税
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
販
売
を
中
心
に
、
贈
答
用
の
国
産
ア
ボ
カ

ド
と
し
て
販
売
し
て
い
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

①
多
肉
植
物
の
栽
培
を
始
め
る
前
は
看
護
師
を

し
て
い
た
そ
う
で
す
ね
。

　

日
向
市
に
生
ま
れ
育
ち
、
市
内
の
看
護
学
校

を
卒
業
し
ま
し
た
。
卒
業
後
は
、
宮
崎
の
病
院

で
働
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
薬
の
種
類
を
覚
え
る

の
が
大
変
で
し
た
。

②
多
肉
植
物
の
栽
培
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
。

　

家
の
南
側
に
庭
が
あ
り
、
そ
こ
で
多
肉
植
物
の

栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
趣
味
で
植
物
の
栽
培
を

し
て
い
ま
し
た
が
、
始
め
た
頃
は
枯
ら
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
多
肉
植
物
に
詳
し
い
多
く
の
ブ
ロ
ガ
ー

か
ら
栽
培
方
法
を
教
え
て
も
ら
う
と
、
数
が
増

え
て
い
き
ま
し
た
。
庭
で
は
手
狭
に
な
っ
た
た
め
ビ

ニ
ー
ルハ
ウ
ス
を
建
て
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

③
ど
の
よ
う
に
栽
培
し
て
い
ま
す
か
。

　

多
肉
植
物
は
、
種
、
挿
し
木
、
挿
し
葉
で
増

や
し
て
い
き
ま
す
。
種
は
自
分
が
栽
培
し
た
物
と

外
国
か
ら
輸
入
し
た
種
を
使
って
い
ま
す
。し
か
し
、

種
か
ら
育
て
る
と
ど
う
し
て
も
時
間
が
か
か
っ
た

り
、
発
芽
率
が
落
ち
る
た
め
、
挿
し
木
、
挿
し

葉
が
多
い
で
す
。

　

現
在
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に
は
１
０
０
０
以
上
の

品
種
が
あ
り
、
様
々
な
交
配
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
か
ら
、
形
、
大
き
さ
、
色
味
の
良
い
物
を

選
別
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。
販
売
す
る
物
に
は

自
分
で
名
前
を
付
け
て
い
い
と
の
こ
と
な
の
で
自

由
に
付
け
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

④
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
今
の
場
所
に
決
め
た
き
っ

か
け
は
。

　

農
地
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
最
初
に
声
を
お

か
け
し
た
方
が
農
業
を
し
て
お
り
、
事
情
を
話

し
た
と
こ
ろ
空
い
て
い
る
農
地
が
あ
る
と
の
事
で

快
く
貸
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
借
り
た
農
地
は

日
当
た
り
が
良
く
、
整
地
も
済
ん
で
い
た
の
で
満

足
し
て
い
ま
す
。

⑤
今
後
の
展
望
は
。

　

小
売
店
で
の
販
売
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
私
が

栽
培
し
た
物
は
お
客
様
に
渡
す
ま
で
、
最
後
ま

で
手
を
か
け
て
あ
げ
た
い
か
ら
で
す
。
ひ
と
つ
ひ

と
つ
水
を
や
り
、
手
を
か
け
て
育
て
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
事
に
よ
って
価
値
が
上
が
って
い
き
ま
す
。

今
後
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
販
売
し
て
い

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
売
り
上
げ
が
順
調
に
伸

び
て
い
け
ば
、
ハ
ウ
ス
の
増
設
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

多
肉
植
物
の
栽
培
が
好
き
で
毎
日
ハ
ウ
ス
に
出

か
け
て
い
ま
す
。
今
、
と
て
も
幸
せ
で
す
。
本
当

に
栽
培
を
始
め
て
良
か
っ
た
と
思
って
い
ま
す
。

アボカド栽培家
奈 須  一 也さん（５５歳）

多肉植物栽培家
髙 橋  友 美さん

インタビュ
ー

　　　　こ
の人

インタビュ
ー

　　　　こ
の人
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農
地
法
の
申
請
に
つ
い
て

農
地
法
の
目
的
は
食
料
の
安
定
供
給

　

農
地
法
で
は
、
次
の
①
〜
③
に
よ
り
、

耕
作
者
の
地
位
の
安
定
と
国
内
の
農
業
生

産
の
増
大
を
図
る
こ
と
で
、
国
民
に
対
す

る
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
こ

と
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
い
ま
す
。

①
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
と
す
る
こ
と

の
規
制

②
農
地
を
効
率
的
に
利
用
す
る
耕
作
者
に

よ
る
地
域
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
農
地
に

つ
い
て
の
権
利
取
得
の
促
進

③
農
地
の
農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
の
実
施

農
地
の
権
利
を
有
す
る
者
の
責
務

　
「
農
地
の
所
有
者
ま
た
は
賃
貸
借
権
等

を
有
す
る
者
は
農
地
に
つ
い
て
、
適
正
か

つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
旨
の
責
務
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。(

農
地
法
第
２
条
の
２
）

　

こ
れ
は
、
平
成
２
１
年
１
２
月
の
農
地

法
改
正
に
よ
り
、
農
地
法
の
基
本
的
な
考

え
方
が
「
農
地
は
み
ず
か
ら
所
有
す
る
こ

と
が
最
も
適
当
」←「
農
地
の
効
率
的
な
利

用
」
へ
変
わ
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
改
正

で
農
地
の
貸
し
借
り
に
よ
る
利
用
が
進
む

こ
と
を
想
定
し
て
責
務
規
定
が
設
け
ら
れ

ま
し
た
。

②
農
地
の
転
用

　

農
地
の
転
用
と
は
、
農
地
を
住
宅
や
資

材
置
場
、
駐
車
場
な
ど
耕
作
目
的
以
外
で

使
用
す
る
こ
と
で
す
。
農
地
転
用
す
る
場

合
は
、
農
地
法
第
４
条
第
１
項
ま
た
は
農

地
法
第
５
条
第
１
項
に
基
づ
く
県
知
事
の

許
可
が
必
要
で
す
。

　

次
の
場
合
は
許
可
で
き
ま
せ
ん
。

・
転
用
を
希
望
す
る
農
地
が
農
業
振
興
地

域
計
画
区
域
内
の
農
用
地
区
域
や
過
去
に

土
地
改
良
事
業
が
行
わ
れ
た
農
地

・
転
用
事
業
を
行
う
資
力
が
な
い

・
転
用
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
、
都
市
計

画
法
等
、
他
の
法
律
の
許
可
の
見
込
み
が

な
い
場
合

・
転
用
す
る
農
地
の
場
所
が
周
辺
の
耕
作

に
支
障
が
あ
る
場
合

非
農
地
っ
て
何
？

　

土
地
登
記
簿
の
地
目
が
農
地
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
現
況
が
農
地
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た

農
地
。

①
農
地
法
施
行（
昭
和
２
７
年
１
０
月
２

１
日
）以
前
か
ら
農
地
以
外
の
土
地
で

あ
っ
た
も
の

②
自
然
災
害
に
よ
る
災
害
等
で
農
地
と
し

て
復
旧
が
著
し
く
困
難
な
土
地

③
農
地
法
第
４
条
第
１
項
各
号（
第
２
号

を
除
く
）及
び
第
５
条
第
１
項
各
号
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
し
、
農
地
以
外
の
土

地
と
な
っ
て
い
る
も
の

④
１
０
年
以
上
耕
作
放
棄
さ
れ
か
つ
将
来

的
に
も
農
地
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
な
土
地

　

非
農
地
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
欲
し

い
場
合
に
は
、
非
農
地
証
明
願
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
、
現
地
調
査
を
経
て
農
業
委

員
会
総
会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
、
非
農
地
証

明
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

（
証
明
料
３
０
０
円
、
現
地
調
査
料
５
０

０
円
）

①
農
地
の
売
買
、
贈
与
、

　
　

交
換
、
貸
借
等
の
許
可

　

農
地
の
売
買
、
贈
与
、
交
換
、
貸
借
な

ど
に
は
、
農
地
法
第
３
条
第
１
項
に
基
づ

く
農
業
委
員
会
会
長
の
許
可
が
必
要
で

す
。
こ
の
行
為
を
受
け
な
い
契
約
は
無
効

と
な
り
ま
す
。

　

次
の
場
合
は
許
可
で
き
ま
せ
ん
。

・
取
得
後
に
お
い
て
経
営
面
積
が
５
０

ア
ー
ル
（
東
郷
町
地
域
は
４
０
ア
ー
ル
）

未
満
の
場
合

・
取
得
後
に
、
農
作
業
に
常
時
従
事
す
る

と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

・
取
得
し
た
農
地
の
す
べ
て
を
耕
作
す
る

と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

・
取
得
後
に
地
域
に
お
け
る
農
業
上
の
効

率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
に
支
障
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

農地を買いたい（売りたい）方
農地を借りたい（貸したい）方
農地を転用したいと考えている方

まずは農業委員会
にご相談ください

現地調査の様子

会
い

事業者等が農
地を買って
（又は借りて）
転用する場合

自分の農地を
転用する場合

許可が必要な
場合

転用を行う者
（農地所有者）

許可申請者 許可権者

県知事売主（貸主）
（農地所有者）

と
買主（借主）
（転用業者）

農
地
法

第
４
条

第
５
条



④ひゅうがし農業委員会だより

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

知
ら
な
い
と
損
す
る
、

農
業
者
年
金
の
は
な
し

　
「
老
後
な
ん
て
、
ま
だ
先
の
話
」・
・
・

若
い
農
業
者
は
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
働
い
て
い
る
と
あ
っ
と
い
う
間

に
６
０
歳
と
な
り
老
後
の
不
安
を
抱
え
た

ま
ま
農
業
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
、
早
期
に
農
業
者
年

金
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
や
国
が
保
険
料

の
一
部
を
補
助
す
る
と
い
っ
た
お
得
な
情

報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

若
い
農
業
者
は
保
険
料
の
国
庫
補

助
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う

　

若
い
農
業
者
に
は
、
次
の
３
つ
要
件
を

満
た
せ
ば
、
手
厚
い
政
策
支
援
（
補
助
金

制
度
）
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
政
策
支
援
と

し
て
、
月
額
２
万
円
の
保
険
料
の
う
ち
１

万
円
ま
た
６
千
円
、
４
千
円
の
国
庫
補
助

を
受
け
ら
れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
国
庫
補

助
を
受
け
る
期
間
の
保
険
料
は
２
万
円
に

固
定
）

３
つ
の
加
入
要
件
と
し
て
、

①
３
９
歳
ま
で
に
加
入
し
、
６
０
歳
ま
で

の
保
険
料
納
付
期
間
な
ど
が
２
０
年
以
上

見
込
ま
れ
る
こ
と

②
農
業
所
得
（
配
偶
者
、
後
継
者
の
場
合

は
支
払
い
を
受
け
た
給
与
な
ど
）
が
９
０

０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
左
記
の
表
１
の
区
分
１
〜
５
該
当
に
す

る
こ
と
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
国
庫
補
助
を
受
け
ら

れ
る
期
間
は
、

ア 

３
５
歳
未
満
で
あ
れ
ば
保
険
料
の
国
庫

補
助
要
件
を
満
た
し
て
い
る
全
て
の
期
間

イ 

３
５
歳
以
上
で
あ
れ
ば
１
０
年
以
内

と
さ
れ
、
ア
と
イ
を
通
算
し
て
最
長
２
０

年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表１　国庫補助対象者と月額保険料

表２　農業者年金の支給額（年額）の試算 （保険料月額２万円の場合）

早
く
加
入
す
る
ほ
ど
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

　

し
た
が
っ
て
、
加
入
年
齢
が
早
い
ほ
ど
国

庫
補
助
が
長
く
、
よ
り
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を

受
け
ら
れ
ま
す
。
表
２
を
参
照

　

他
の
公
的
年
金
を
み
て
も
、
加
入
者
が
納

付
す
る
保
険
料
に
国
庫
補
助
が
あ
る
の
は
農

業
者
年
金
だ
け
で
す
。

　

表
２
を
見
て
分
か
る
と
お
り
、
政
策
支
援

加
入
が
可
能
な
い
ず
れ
の
年
齢
層
に
お
い
て

も
、「
保
険
料
の
国
庫
補
助
の
な
い
加
入
の

場
合
」
に
比
べ
て
、「
保
険
料
の
国
庫
補
助

を
受
け
る
加
入
」
の
方
が
年
金
支
給
額
が
多

い
、
ま
た
は
同
等
で
す
。（
た
だ
し
、
国
庫

補
助
部
分
の
年
金
を
受
給
す
る
に
は
、
経
営

継
承
が
必
要
で
す
）

税
制
面
で
大
き
な
優
遇

・
積
立
方
式
・
確
定
拠
出
年
金
で
運
用
は
安
心

で
す
。
制
度
発
足
以
降
１
８
年
間
の
運
用
利
回

り
の
平
均
は
、
年
率
で
＋
２
．
５
５
％
で
す
。

運
用
益
は
非
課
税
で
年
金
原
資
と
し
て
積
み
上

が
り
ま
す
。

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
の
控

除
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
年
金
を
受
け
取
る
と
き
に
は
、
公
的
年
金
に

よ
る
所
得
と
し
て
公
的
年
金
控
除
を
受
け
る
事

が
で
き
ま
す
。

　
「
ま
だ
、
若
く
経
営
が
安
定
し
な
い
の
で
、

そ
の
う
ち
」
と
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

保
険
料
の
国
庫
補
助
を
上
手
く
活
用
す
れ
ば
、

月
々
の
負
担
を
少
な
く
、
ご
自
身
や
家
族
の
老

後
の
生
活
に
備
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に

農
業
者
年
金
の
加
入

に
つ
い
て
ご
検
討
下

さ
い
。

　

加
入
に
つ
い
て
の

相
談
は
、
農
業
委
員

会
事
務
局
か
最
寄
り

の
JA
各
支
店
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

認定農業者で青色申告者 1万円

３５歳未満

被保険者負担額（国庫補助額）
国庫補助対象者（必要な要件）

３５歳以上

1万円

1万円

1万円

6千円

6千円

6千円

6千円

6千円

4千円

1万円

1万円

1万4千円5

4

3

2

1

20 歳 40 年 960 万円 76 万円
64 万円
50 万円
42 万円
39 万円
33 万円

77 万円
64 万円
51 万円
42 万円
40 万円
33 万円

55 万円
46 万円
39 万円
33 万円
34 万円
28 万円

22 万円
18 万円
12 万円
9万円
6万円
5万円

744 万円

588 万円

528 万円

720 万円

600 万円

30 年

25 年

30 歳

35 歳

区
分

加入
年齢

納付
期間

保険料
本人負
担総額

特例付
加年金
支給額

保険料本
人負担分
総額

農業者年
金老齢年
金支給額
（年間）

農業者老
齢年金支
給額

支給総額
（年間）

性別

男性
女性
男性
女性
男性
女性

保険料の国庫補助
のない加入の場合

保険料の国庫補助を受ける加入の場合

1万4千円

1万4千円

1万4千円

1万6千円1万4千円

区分 1又は 2の者と家族経営協定を締結し経営に
参画している配偶者または後継者

認定新規就農者で青色申告者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満た
す者で、３年以内に両方を満たすことを約束した者

35歳まで（25歳未満の場合は10年以内）に区分１
の者となることを約束した後継者

表３　※保険料控除分の節税額の目安 （所得税・住民税・復興税特別所得税）

195 万円超 330 万円以下
195 万円以下 15.1％ 3 万 6 千円

4万 8千円
7万 3千円

12 万 1 千円
16 万 2 千円
24 万 4 千円

20.2％
30.4％

課税対象所得
保険料月額 2万円
（年額 24 万円）の場合

保険料月額6万7千円
（年額80万4千円）の場合

税率

330 万円超 695 万円以下



ひゅうがし農業委員会だより⑤

共有者の１人が市町村に農用地利用
集積計画の申し出

①日向市は農地中間管理機構が借り受け意

向があるかを確認

②日向市は農用地利用集積計画（案）を作成

③日向市長が農業委員会に不確知共有者の

探索を要請

④農地中間管理機構は判明している共有者

に「機構関連事業が行われる可能性がある

旨を」を説明

①権利設定しようとする農用地利用集積計

画の内容を公示（６か月）。インターネット

でも公表

②公示期間中に異議がなかった場合は、不

確知共有者は計画に同意したとみなされる

①農用地利用集積計画のみなし同意の旨を

日向市及び農地中間管理機構に通知

②平行して、農業委員会は法第１８条第１

項に基づく農用地利用集積計画の決定を行

うことが可能

①判明している共有者に簡易書留による書

面で照会

②戸籍等を活用した探索

農地中間管理機構を通じて、最長で２０年

間の貸借が可能

農業委員会に対し不確知共有者の探
索の要請（法第２１条の２第１項）

日向市長

不確知共有者の探索
（法第２１条の２第２項）

農業委員会

共有者不明農用地に係る公示
（法第２１条の３）

農業委員会

農用地利用集積計画の公告

農地中間管理機構への利用権設定

日向市

不確知共有者のみなし同意
（法第２１条の４）
日向市及び農地中間管理機構への
通知

農業委員会

共
有
者
の
１
人
が
管
理
し
て
い
る

農
地
の
貸
借
手
続
き
に
つ
い
て

　

共
有
者
不
明
農
用
地
等（
過
半
の
共
有
持
分

を
有
す
る
者
を
確
知
で
き
な
い
農
用
地
）に
つ

い
て
は
、
共
有
持
分
を
有
す
る
者
が
１
人
で

も
い
れ
ば
、
日
向
市
の
要
請
に
基
づ
い
て
農

業
委
員
会
が
不
確
知
共
有
者（
共
有
持
分
を
有

す
る
者
で
あ
っ
て
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
者
）を
探
索
し
、「
共
有
者
不
明
農
用
地
に

係
る
公
示
」
の
手
続
き
を
経
て
、
農
地
中
間

管
理
機
構
へ
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
具
体
的
な
手
続
き
の
流
れ
は
左
図
参
照
）

　

法
改
正
以
前
は
５
年
以
上
の
貸
付
、
ま
た

は
貸
付
そ
の
も
の
が
困
難
で
あ
っ
た
相
続
未

登
記
農
地
に
つ
い
て
、
借
り
た
い
方
、
貸
し

た
い
方（
固
定
資
産
税
の
納
税
等
、
事
実
上
の

管
理
者
）か
ら
の
申
出
が
あ
れ
ば
、「
適
切
な

配
慮（
省
令
第
１
６
条
）」
を
行
う
必
要
が
あ

り
、
所
有
者
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
借

り
受
け
な
い
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

 

た
だ
し
、
こ
の
手
続
き
に
は
最
低
で
も
半

年
の
期
間
を
要
す
る
た
め
、
申
出
者
の
希
望

す
る
期
日
ま
で
に
手
続
を
完
了
さ
せ
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
手
続
き
に
よ
り
利
用
権
が
設

定
さ
れ
た
後
で
所
有
者
が
見
つ
か
っ
た
場
合

で
も
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
利
用
権
が
解
除

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
相
続
未
登
記
農
地
で
も
有

効
活
用
で
き
る
よ
う
、
法
改
正
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
手
続
き
は
正
式
に
登
記
が

完
了
し
て
い
る
農
地
に
比
べ
、
依
然
と
し
て

煩
雑
で
す
。

相
続
登
記
は
な
ぜ
必
要
な
の
か

　

農
地
法
第
３
条
の
３
で
も
、
相
続
に
よ
り

農
地
の
権
利
を
取
得
し
た
場
合
、
遅
滞
な
く

（
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
お

お
む
ね
１
０
カ
月
以
内
に
）農
業
委
員
会
に
届

け
出
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
届
出
は
、
法
務
局
で
の
相
続
登
記
完

了
後
に
行
う
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
世
代
の
負
担
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

も
、
所
有
農
地
に
つ
い
て
、
誰
が
相
続
し
、

耕
作
し
て
い
く
の
か
、
日
頃
か
ら
家
族
で
話

合
い
を
行
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
特

に
、
後
継
者
が
不
明
な
場
合
は
、
相
続
未
登

記
農
地
、
さ
ら
に
は
荒
廃
農
地
と
な
っ
て
し

ま
う
可
能
性
も
高
い
で
す
。

　

荒
廃
農
地
の
発
生
は
、
そ
の
周
辺
農
地
に

も
影
響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

相
続
未
登
記
農
地
、
荒
廃
農
地
の
新
た
な

発
生
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
農
地
に
関
す
る
お

困
り
事
は
お
近
く
の
農
業
委
員
、
ま
た
は
農

業
委
員
会
事
務
局
へ
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
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所
有
者
が
分
か
ら
な
い
農
地
の

貸
し
借
り
に
つ
い
て

法
改
正
前
は
・
・
・

　

以
前
の
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
で
は
、

相
続
未
登
記
農
地
の
場
合
、
貸
借
を
行
う
に

は
相
続
人
の
持
分
の
内
、
過
半
を
超
え
る
者

の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。 

何
世
代

も
前
か
ら
相
続
登
記
さ
れ
て
い
な
い
と
、
同

意
を
と
る
べ
き
相
続
人
の
数
が
多
く
、
探
索

に
大
変
な
労
力
と
時
間
が
か
か
り
、
手
続
き

が
進
め
づ
ら
い
状
況
で
し
た
。

相
続
未
登
記
農
地
と
は

　

農
地
の
所
有
者(

登
記
名
義
人)

が
死
亡
し

た
際
に
、
登
記
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

そ
の
農
地
は
相
続
人
全
員
の
共
有
と
な
り
ま

す
。

　

そ
の
後
、
相
続
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
共

有
者
が
ね
ず
み
算
式
に
増
え
て
い
き
ま
す
。

（
図
１
参
照
）

　

こ
の
よ
う
に
、
登
記
名
義
人
死
亡
後
、
相

続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
農
地
を
相
続
未
登

記
農
地
と
称
し
ま
す
。

手
続
き
の
簡
素
化
、

利
用
権
の
長
期
設
定
が
可
能
に

　

平
成
３
０
年
１
１
月
１
６
日
に
法
律
が
施

行
さ
れ
て
か
ら
は
、
相
続
未
登
記
農
地
の
相

続
人(

共
有
者)

の
一
人
が
、
簡
易
な
手
続
き

で
農
地
中
間
機
構
へ
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
相
続
人
の
探
索
範
囲
も
登
記
名
義

人
の
配
偶
者
と
子
ま
で
に
簡
素
化
さ
れ
る
と

と
も
に
、
利
用
権
の
設
定
期
間
も
５
年
か
ら

２
０
年
と
大
幅
に
長
期
化
さ
れ
、
よ
り
活
用

し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。 

　

共
有
者
の
誰
か
１
人
が
分
か
っ
て
い
れ
ば

農
業
経
営
基
盤
促
進
法
上
の
手
続
き
を
、
共

有
者
が
誰
も
分
か
ら
な
い
場
合(

全
員
が
相
続

放
棄
の
場
合
を
含
む)

や
反
対
者
が
い
る
場
合

に
は
農
地
法
上
の
手
続
き
を
取
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
今
回
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
を

活
用
す
る
、
農
業
経
営
基
盤
促
進
法
上
の
手

続
き
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

農
地
中
間
管
理
機
構
と
は

　

下
図
に
あ
る
と
お
り
、「
農
地
を
貸
し
た
い

人
」
と
「
農
地
を
借
り
て
農
業
を
し
た
い
人
」

を
結
び
つ
け
る
公
的
制
度
で
す
。
所
有
者
は

貸
し
た
い
農
地
を
、
使
い
た
い
人
は
借
受
希

望
者
と
し
て
、
機
構
に
登
録
し
ま
す
。

　

農
地
中
間
管
理
機
構
が
、
こ
の
登
録
情
報

を
見
て
両
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
仕
組
み

で
あ
り
、
農
地
バ
ン
ク
と
も
称
し
ま
す
。

「参考」農地中間管理機構、農地中間管理事業とは？
農地中間管理事業とは、知事が認可した公的機関である「農地中間管理機構」が、農地を貸し

たい所有者から農地を借り入れ、借り受け希望者へ転貸する仕組みです。

・機構は知事が認可した公的機関なので安心です。賃料
が確実に支払われます。
・要件を満たせば「機構集積協力金」が受けられます。
・契約期間満了後は確実に農地が戻ります。
・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます。ただし
税務署への届出が必要です。機構への貸付けは農業
者年金の経営継承に該当します。

・地域の農地が機構に集まれば、機構を通じて面的にま
とまった農地を借り入れ、コスト低減や規模拡大など経
営改善につながります。
・個々の所有者と交渉する必要がありません。
・複数の地権者の農地を借りる場合でも機構を通じて借
りれば賃借料の支い先を一元化できます。

日向市・農業委員会・JA日向

農地中間
管理機構

出し手の
メリット

受け手の
メリット

貸 付

相談 相談

転 貸

図1　相続関係図（例）



　先日、美々津町の百町原を車で通っていると、この時
期に最盛期を迎えている千切り大根の収穫が行われてい
ました。宮崎県は日本一の生産量を誇り、様々な料理と
相性が良いそうです。特に百町原は、太平洋からの乾燥
した冬の風が細かく切った大根を乾燥させるのに最適と
のことです。
　千切り大根用の大根を見せてもらいましたが、スーパー
で普段見かけるものの優に３倍はありそうな、かなり巨
大なものでした。以前農家の方からいただいた時は、大
根おろし、ぶり大根だけでは使い切れず、漬物にしてやっ
と食べ切れたのを思い出しました。
　千切り大根は、天日干しすることで生の大根より栄養
価が増えておいしくなります。これからの季節、ぜひ食
べてみて下さい。

編集後記
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農地パトロールで荒廃農地の実態を把握
　令和３年１１月１日（月）

　　～１１月３０日（火）／市内一円
　農業委員会は例年夏から秋にかけて荒廃農
地の実態把握と違反転用の発生防止を目的に、
委員と職員が同行し、市内各地域の農地パト
ロールを行っていましたが、新型コロナウィル
ス感染拡大が収束しない状況が続いていたた
め、本年度は職員が同行せず、委員が担当地
域を１ケ月かけて農地パトロールを行いました。
　その結果、新たな再生可能な荒廃農地を約
１３ヘクタール発見しました。荒廃農地は、
病害虫や有害鳥獣の発生原因となり、枯れ草
になんらかの原因で火がつき原野火災の可能
性もあり、周辺の住民や耕作者に迷惑をかけ
るだけでなく、景観や生活環境の悪化につな
がる恐れがあります。
　今回発見した荒廃農地は、所有者に耕作の
再開や農地中間管理機構の活用を促す利用意
向調査を行い、
適切な農地利用
の推進を図って
いきます。

農地パトロール 全国農業新聞
　全国農業新聞を購読しませんか
　全国農業新聞は、農業者の公的代表機
関の農業委員会系統組織が発行している
週刊の農業総合専門誌です。週刊という
特徴を生かし、情報をつかみやすいよう
に解説的にまとめています。

①わかりやすい農業・農政の解説
②みんなが知りたい経営・流通の最新情
　報が満載
③女性や担い手、新規就農者を応援
④スマホ・タブレット・PC でいつでも
　どこでも読める電子版を配信中。郵送
　（新聞本紙）購読者なら無料で読めます。
　https://agrionline.jp  

　■毎週金曜日発行　

　■購読料  月額７００円  月４回発行

　■発行所  全国農業会議所

　興味のある方は、農業委員会事務局へ
申し込みいただければ、全国農業新聞の
見本誌を郵送いたします。
　購読のお申し込みはお近くの農業委員、
または農業委員会事務局へ
《ホームページ》
　https://www.nca.or.jp/shinbun


